
 

 

 

食で幸せ「希望郷いわて」 ～伝えよう いわての魅力と 感謝の気持ち～ 

 
 

食育に対する理解の促進や、いわての多様な「食」の PR、復興支援への感謝の発信を目的

として、第 16回食育推進全国大会 inいわてを Web 開催しました。 

ただ今、番組を配信中です！ 

 

○ 令和３年６月 26日(土)27日（日） LIVE配信アーカイブ 

◉ 食とスポーツアスリートトークショー トークゲスト 千葉真子氏 

◉ ｢食｣×｢環境｣カフェ 講師 伊藤憲三氏 

◉ ミルクマジック!!「乳和食」～岩手県産食材で乳和食のお弁当～ 料理講師 下田眞紀子氏 

◉ 地産地消 de しあわせレシピ 料理講師 加藤綱男氏・小野寺惠氏 など 

○ 「毎月 19日は食育の日」番組配信プログラム 

◉ ｢食育｣｢体育｣｢歯育｣講演会 主催 (一社)岩手県歯科医師会 

◉ 岩手県食の匠～郷土料理の伝承～ 講師 菅原悦子先生 

◉ 岩手県食の匠～郷土料理の技 天然ほや飯～ 料理講師 庭静子氏 

◉ 岩手県食の匠～郷土料理の技 まめぶ～ 料理講師 谷地ユワノ氏 

◉ いわての美味しいチキン～安全なとり肉産地から～ 主催 (一社)岩手県獣医師会 

◉ ～世界に誇る｢いわて三陸のガストロノミー｣～ 料理講師 狩野美紀雄氏 

◉ 料理研究家 コウケンテツ氏トークショー｢家族みんなでつくる食卓｣ など 

○ 第 16回食育推進全国大会 inいわて 公式ホームページ 

◉ 岩手県出身アスリート＆岩手県プロスポーツチーム 食メッセージ 

◉ 料理レシピ「いわてを味わおう！」 

～ 高校生お弁当レシピコンテスト & 専門学校生県産食材レシピ提案 

& 給食献立提案 & いわて発！適量バランス弁当 ～ など 

 

 

 

詳しくは、大会公式ホームページをご覧ください！ 

ｱ食育推進全国大会 岩手   ｹ検 索ｹ 

【URL】https://syokuikutaikai16th-iwate.jp/ 

 
◇ お問合せ先 

岩手県 県民くらしの安全課 食の安全安心担当（電話：019-629-5322） 

  

 

https://syokuikutaikai16th-iwate.jp/


 

 

 

クリーニング業法では、クリーニング所又はクリーニング取次所で働く従業員（クリーニング師及び業務

従事者）の方は、研修や講習を定期的に（注）受けなければならないこととされています。 

これらの研修及び講習を公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センターが、指定機関の公益財団

法人全国生活衛生営業指導センターから委託を受けて実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年度 クリーニング師研修・業務従事者講習の開催日程 

開催年月日 会場名 時間 申込締切 

令和 3 年 11 月 28 日（日） 
サンセール盛岡 
(盛岡市志家町 1-10) 

8：00～12：40 11/12（金） 

 

○問い合わせ先 

公益財団法人 岩手県生活衛生営業指導センター 盛岡市志家町 3番 13号（019-624-6642） 

HP ： https://www.seiei.or.jp/iwate/cleaning.html 

 

 

クリーニング師研修及びクリーニング業務従事者講習開催のお知らせ 

（注）クリーニング師の方は業務に従事した後１年以内に、その後は３年を超えない期間ごと

に、クリーニング業務従事者の方はクリーニング所開設後１年以内に、従事者数の５分の１

に当たる人数、その後は３年を超えない期間ごとに５分の１に当たる人数の方が受講しなけ

ればならないとされています。（取次所には、１店舗に最低１名の受講済みの方が必要です。） 

 

なお、クリーニング師の方が、クリーニング師研修を受講されている場合は、業務従事者

講習を受講されたものとみなされます。また、継続受講の方は、受講時間が短縮されます。 

https://www.seiei.or.jp/iwate/cleaning.html


  

  
【問合せ先】消防安全課県民安全担当（019-629-6871） 

 



 

 
 

 

令和４年４月１日から、成年年齢が 18 歳に引き下げられます。社会経験の少ない若者は悪質な業者

のターゲットになるなど、消費者トラブルに遭うことが懸念されます。 

 そこで、今月からシリーズ全６回、若者に多い消費者トラブルの事例や相談先の周知を行っていきま

す。若者にかぎらず、周りの大人もぜひ参考にしてください。 

若 者 の 消 費 者 ト ラ ブ ル を 防 ご う ！ ① 契 約  

 成人（18歳）になると親などの同意なしで契約可能!? 

 成人になると一人で有効な契約ができますが、一方的に取り消す 

ことはできません。 

未成年者が親など（法定代理人）の同意を得ずに契約した場合は、 

原則として契約を取り消すこと（未成年者取消権）ができます。 

 契約ってなに？ 

 クレジットカードをつくる、アパートを借りる、スマホを買うなど、日々の買い物も契約です。 

 契約書がなくても契約は成立します。 

 契約内容は事前によく確認し、支払いは可能か、本当に必要な 

契約かなどをよく考え、責任を持って契約しましょう。 

 困った時どうする？ 

 契約についてのトラブルが発生した時はひとりで悩まず、 

消費生活センターに相談しましょう。 

 専門的な知識を持った消費生活相談員が消費者トラブル解消のお手伝いをします。 

 消費者ホットライン１８８（いやや）←最寄りの消費生活センターにつながります。 
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